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第１章 計画の基本的事項                    

 

１ 計画策定の趣旨と目的 

 

（１）計画策定の趣旨 

 

 国内においては、少子高齢化の進行により総人口の減少及び都市部への人口の流出

が続いており、地方の高齢化率の上昇が顕著となる中で、地域福祉を支える人材の確

保も課題となっています。また、障がいの重度化や高齢化に加え、障がいのある人が

抱える課題もより複雑になってきており、専門性の高い対応が求められています。 

国では、令和４年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」を改正し、障がい者等の地域生活や就労の支援の強化を規定するとともに、障が

い者等があらゆる分野の活動に参加するための情報取得や意思疎通の円滑化を目的

とした「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」を制定する

など、障がい者施策の法整備が進んでいます。 

本市においては、「砂川市第７期総合計画」及び「第４次砂川市障がい者計画」に

基づき障がい者福祉施策を推進しており、具体的な障がい福祉サービスの必要量や計

画値、サービス提供体制の確保等については令和３年３月に策定した「第６期砂川市

障害福祉計画」に基づいて取り組んできましたが、このたび、令和５年度をもってこ

の計画期間が終了することから、国・道の指針や本市におけるこれまでの計画の進捗

状況、サービス利用の状況等を踏まえ、令和８年度までの成果目標及び障害福祉サー

ビス等の見込量等を定めた「第７期砂川市障がい福祉計画」（以下、「本計画」とい

う。）に「第３期砂川市障がい児福祉計画」を包含する形で策定するものです。 
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（２）計画策定の目的 

 

  本計画は、障害福祉サービス等が計画的に提供されるよう、国の基本指針、道の計

画等に基づき、令和８年度における成果目標を設定するとともに、各年度における障

害福祉サービス等の必要量の見込みとその提供体制の確保のための方策、その他必要

な事項を定めます。 

 

２ 計画の位置付けと法的根拠 

 

（１）計画の位置付け 

 

本計画は、障害者基本法に基づき、障がい者施策全般にわたる基本的な事項を定め

る中長期的な計画として策定した「第４次砂川市障がい者計画」（計画期間：令和５

～令和１４年度）の実施計画として位置付け、障害福祉サービス等の必要量と提供体

制確保に関して定める３年間の計画となります。 

なお、市政運営の最上位計画である「砂川市第７期総合計画」（計画期間：令和３

～１２年度）との整合性についても考慮しながら策定するものです。 

 

（２）計画の期間 

 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間として策定します。

なお、計画期間中においても、法制度の改正や社会情勢の大きな変化が生じた場合に

は、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

（３）計画の法的根拠 

 

本計画は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」及び

児童福祉法第３３条の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体として策定する

ものです。 
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３ 計画の策定体制と経過等 

 

（１）計画の策定体制 

 

砂川市障害者地域自立支援協議会を開催し、本計画策定について、関係者の幅広い 

意見を反映させています。 

 

（２）経過 

 

計画策定にあたり、砂川市障害者地域自立支援協議会を計３回開催するとともに、 

障害福祉サービス等の利用実態や障がいのある人のニーズを把握するため、障害福 

祉サービスを利用している方等を対象にアンケート調査を実施し、計画策定の参考 

としました。 

日 程 内        容 

令和 ５年１２月２２日 第１回砂川市障害者地域自立支援協議会 

令和 ６年 １月１９日 

～ ２月 ９日 
障害福祉サービス利用者等へのアンケート調査 

令和 ６年 ３月１５日 第２回砂川市障害者地域自立支援協議会 

令和 ６年 ３月２８日 第３回砂川市障害者地域自立支援協議会 

令和 ６年 ３月３１日 決定 

 

（３）本計画で使用する文言の表記について 

 

   本計画において、「障害」という言葉の表記については、法令等に基づく固有名詞 

を除き、「障がい」と表記しています。 
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第２章 障がいのある人及びサービス提供体制の現状          

 

１ 障がいのある人の現状  

 

（１）砂川市の人口推移 

                       （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

男 7,834 7,690 7,529 7,391 7,278 

女 9,078 8,963 8,804 8,620 8,436 

計 16,912 16,653 16,333 16,011 15,714 
 

男女別人口では女性の方が多く、人口減少率は男性の方が高い状況となっています。 

総人口は毎年約３００人のペースで減少が続き、令和４年度には１万５千人台とな 

っています。 

  

 
 

 

7,834 7,690 
7,529 7,391 7,278 

9,078 8,963 8,804 
8,620 

8,436 

7000

8000

9000

10000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

男女別人口推移（単位：人） 男 女

16,912 
16,653 

16,333 
16,011 

15,714 

15000

15500

16000

16500

17000

17500

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

総人口推移（単位：人）



 

     

5 

〈年齢別人口推移〉  

                     （各年度末現在）（単位：人） 

年 齢 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

0歳～17歳 2,024 1,952 1,848 1,767 1,681 

18歳～64歳 8,405 8,203 7,997 7,833 7,668 

65歳～ 6,483 6,498 6,488 6,411 6,365 

計 16,912 16,653 16,333 16,011 15,714 
 

０歳～６４歳の人口減少が続き、６５歳以上の人口についても令和元年度をピークに 

減少に転じています。「北海道の高齢者人口の状況」（令和５年１月１日時点北海道保 

健福祉部公表）における本市の高齢化率は40.2％で、全国平均（29.1％）、北海道平均 

（32.8％）を大きく上回っています。 
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（２）障害者手帳交付者数推移 

 

〈身体障害者手帳〉  

             （各年度末現在）（単位：人） 

区 分  平成30年度  令和元年度  令和２年度  令和３年度  令和４年度  

18歳未満  23 23 23 23 23 

18歳以上  1,170 1,167 1,154 1,116 1,098 

計  1,193 1,190 1,177 1,139 1,121 

割合（％） 7.05 7.15 7.21 7.11 7.13 
 

身体障害者手帳交付者数については減少傾向となっていますが、総人口も減少を続

けていることから、交付者数の割合は横ばいとなっています。 
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〈療育手帳〉 

                     （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度  令和３年度 令和４年度  

重度 

（Ａ） 

18歳未満 6 6 4 2 5 

18歳以上 89 85 83 87 86 

計 95 91 87 89 91 

中度 

（Ｂ） 

18歳未満 34 32 30 27 27 

18歳以上 133 136 136 146 150 

計 167 168 166 173 177 

計 

18歳未満 40 38 34 29 32 

18歳以上 222 221 219 233 236 

計 262 259 253 262 268 

割合（％） 1.55 1.56 1.55 1.64 1.71 
 

療育手帳交付者数については、重度（Ａ）は減少傾向ですが、中度（Ｂ）は増加傾向

であり、総人口に占める割合としては微増傾向となっています。 
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〈精神障害者保健福祉手帳〉 

                     （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

１ 級 

18歳未満 0 0 0 0 0 

18歳以上 12 12 8 10 10 

計 12 12 8 10 10 

２ 級 

18歳未満 0 0 0 0 0 

18歳以上 97 100 90 88 95 

計 97 100 90 88 95 

３ 級 

18歳未満 1 1 0 0 0 

18歳以上 35 37 41 44 48 

計 36 38 41 44 48 

計 

18歳未満 1 1 0 0 0 

18歳以上 144 149 138 142 153 

計 145 150 139 142 153 

割合（％） 0.86 0.90 0.85 0.89 0.97 

 

精神障害者保健福祉手帳交付者数については、１級は減少傾向となっていますが、う 

つ病、双極性感情障害（躁うつ病）、強迫性障害のほか、知的障害を伴わない広汎性発 

達障害など、２級・３級は増加傾向となっています。 
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（３）自立支援医療受給者証の交付者数推移  
 

〈更生医療〉 

    （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

計 92 89 87 82 76 
 

更生医療受給者の中で多くの割合を占める人工透析療法（血液透析・腹膜透析）患者

は減少傾向であり、これに伴い更生医療受給者数も減少しています。 
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〈精神通院医療〉 

      （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

18歳未満 10 9 9 8 7 

18歳以上 364 378 395 363 371 

計 374 387 404 371 378 
 

精神通院医療受給者数はこれまでも増加傾向にあり、特に令和元年度、令和２年度に

18歳以上の受給者数が大きく増加していますが、新型コロナウイルス感染症の流行など

社会情勢の大きな変化も関連しているものと思われます。令和３年度以降は減少し、平

成30年度の受給者数と同程度となっていますが、今後も増加傾向は続くものと思われま

す。 

 

 

 
 

〈育成医療〉 

     （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

計 4 2 4 4 2 
 

１８歳未満が対象となる育成医療において、砂川市における主な症例は、先天性の口

蓋裂や心臓疾患となっています。 
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２ 第６期計画の状況 

 

（１）成果目標の達成状況 

 

〈施設入所者の地域生活への移行〉 

 

   本市においては、令和５年度末までに令和元年度末時点の施設入所者（１００ 

人）のうち、２．４％（３人）以上が地域生活へ移行することを目標として設定し 

ました。令和５年度末までにグループホームへの入所により、地域生活への移行を

した人数は１２人であり、目標を達成しています。 

 

〈精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築〉 

 

   国・道においては精神障がいのある人の精神病床退院後における地域生活の定着

（平均生活日数３１６日以上）、早期退院率の上昇（入院後１年時点で９２％以

上）を目標としており、本市においても精神病床からの地域移行・地域定着のため

の支援体制の確立を目標として設定しました。地域定着支援・地域移行支援サービ

ス提供事業所、市立病院、社会福祉協議会、訪問看護ステーション、居宅介護事業

所等との連携を図り、令和３年度に１名、令和４年度・令和５年度にそれぞれ２名

が地域定着支援サービスを利用し、地域生活を継続しています。また、令和５年４

月より、砂川市立病院における精神科病床の半数（４０床）を削減し、人員を集中

させることにより急性期治療への診療体制を強化するとともに、急性期治療を終え

た患者のかかりつけ医への転医など、早期退院を推進しています。 
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〈地域生活支援拠点等の整備〉 

 

   本市においては、国・道の指針を踏まえた中で、令和３年度に地域生活支援拠点 

を整備し、圏域内の障がい福祉サービス事業所等との連携、機能の充実を目標とし 

て設定しました。令和３年４月より、本市を含む３市４町と地域生活支援センター 

ぽぽろで構成する中空知地域生活支援拠点を整備し、第６期計画期間中における支 

援者数は令和３年度で２３３人、令和４年度で３９９人、令和５年度で４２６人と 

なっています。 

 

〈福祉施設から一般就労への移行〉 

 

  本市においては、令和５年度中に一般就労移行者数を令和元年度の一般就労実績 

（３人）の１．２７倍（４人）以上とするとともに、一般就労に移行する者のうち 

７割が就労定着支援サービスを利用すること、また、就労定着支援サービスからの 

就労定着率を８割以上とすることを目標として設定しました。令和５年度中の一般 

就労実績は２人となっており、目標の達成には至っていませんが、就労定着支援の 

利用割合及び就労定着率はともに１０割となっています。 

 

     （各年度末現在）（単位：人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 成果目標 

一般就労移行者数 １ ２ ２ ４以上 

就労定着支援サービス利用

者数 
１ ２ ２ － 

就労定着支援の利用割合 １０割 １０割 １０割 ７割 

就労定着率 １０割 １０割 １０割 ８割以上 
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〈障がい児支援の提供体制の整備〉 

 

国・道の指針では、児童発達支援センター・保育所等訪問支援事業所・重症心身 

障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の設置、 

各圏域における医療的ケア児等コーディネーター及び関係機関による協議の場の設 

置を目標として設定しました。本市においては、市内に児童発達支援センターに準 

じた機能を有する児童発達支援事業所があり、令和３年度より保育所等訪問支援も 

行っています。また、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後 

等デイサービス事業所については圏域内にそれぞれ１箇所ずつ整備されています。 

 医療的ケア児等への支援については、令和３年９月に「医療的ケア児及びその家 

族に対する支援に関する法律」が施行され、医療的ケア児及びその家族に対する支 

援に関し、地方公共団体等の責務が明らかにされました。道においては、令和４年 

６月に「北海道医療的ケア児等支援センター」が設置され、医療的ケア児等コーデ 

ィネーターを全市町村に配置できるよう養成研修が行われていることから、医療的 

ケア児等コーディネーター及び関係機関の協議の場の設置については、圏域市町、 

道及び関係機関と連携しながら検討を進めます。 

 

（２）障害福祉サービスの計画値と実績値 

 

〈訪問系サービス〉 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護・重度訪問介護・

同行援護・行動援護・重度

障害者等包括支援 

利用時間数 

（時間/月） 

（100） 

201  

（110） 

191  

（120） 

173  

利用者数 

（人/月） 

（10） 

20  

（11） 

24  

（12） 

18  
（単位）時間/月 月当たりの延べ利用時間の平均 人/月 月当たりの実利用者数の平均   

 
※上段括弧書きは計画値、下段は実績値  
※令和５年度実績値は令和５年11月末現在 

 

訪問系サービスについては、家族とともに暮らし続けたい、あるいは単身であって 

も自宅で暮らし続けたいと考える障がいのある人の在宅生活を支える上で重要な役割 
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を果たしており、居宅介護がその大半を占めています。障がいのある人あるいはその 

介護者の高齢化等に伴い、日常生活上の支援へのニーズは年々高まっており、今後も 

この傾向は続くものと予想されます。 
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〈日中活動系サービス〉 
 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

療養介護 
利用者数  
（人/月） 

（0） 
0  

（0） 
0  

（0） 
0  

生活介護 

利用者数  
（人/月） 

（100） 
112  

（100） 
115  

（100） 
105  

利用量   
（人日/月） 

（2,300） 
2,340  

（2,300） 
2,060  

（2,300） 
2,146  

自立訓練（機能訓練） 

利用者数  
（人/月） 

（0） 
0  

（0） 
0  

（0） 
0  

利用量   
（人日/月） 

（0） 
0  

（0） 
0  

（0） 
0  

自立訓練（生活訓練） 

利用者数  
（人/月） 

（6） 
5  

（6） 
8  

（6） 
11  

利用量   
（人日/月） 

（138） 
53  

（138） 
113  

（138） 
149  

自立訓練（宿泊型） 

利用者数  
（人/月） 

（0） 
0  

（0） 
0  

（0） 
0  

利用量   
（人日/月） 

（0） 
0  

（0） 
 0  

（0） 
0  

就労移行支援 

利用者数  
（人/月） 

（6） 
7  

（6） 
5  

（6） 
3  

利用量   
（人日/月） 

（138） 
132  

（138） 
95  

（138） 
59  

就労継続支援（Ａ型） 

利用者数  
（人/月） 

（29） 
31  

（30） 
27  

（31） 
29  

利用量   
（人日/月） 

（667） 
505  

（690） 
449  

（713） 
472  

就労継続支援（Ｂ型） 

利用者数  
（人/月） 

（95） 
94  

（96） 
101  

（97） 
111  

利用量   
（人日/月） 

（2,185） 
1,693  

（2,208） 
1,576  

（2,231） 
1,990  

就労定着支援 
利用者数  
（人/月） 

（3） 
 1  

（3） 
2  

（3） 
2  

短期入所（福祉型） 

利用者数  
（人/月） 

（3） 
 4  

（3） 
 3  

（3） 
4  

利用量   
（人日/月） 

（45） 
80  

（45） 
90  

（45） 
94      

短期入所（医療型） 

利用者数  
（人/月） 

（0） 
0  

（0） 
0  

（0） 
0  

利用量   
（人日/月） 

（0） 
0  

（0） 
0  

（0） 
0  

（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均 人日/月 月当たりの延べ利用者数の平均  
 

※上段括弧書きは計画値、下段は実績値  
※令和５年度実績値は令和５年11月末現在 
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日中活動系サービスについては、施設等において日中に行われる介護や訓練等の場 

を提供するサービスです。医療機関に入院している障がいのある人の医療的ケアや介 

護等を行う療養介護及び創作・生産活動の機会を提供する生活介護については、市内１ 

法人（３事業所）でサービスが提供されており、計画値を若干上回っています。 

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）については減少傾向にあり、就労継続支援（Ｂ 

型）については令和４年度より新たな事業所が１箇所設置されたことにより、利用実績 

は増加傾向となりました。 
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〈居住系サービス〉 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

利用者数   

（人/月） 

（50） 

46   

（52） 

51   

（54） 

43   

施設入所支援 
利用者数  

（人/月） 

（100） 

87   

（100） 

82   

（100） 

76   

自立生活援助 
利用者数  

（人/月） 

（1） 

0   

（1） 

0   

 （1） 

0   
（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均 

 
※上段括弧書きは計画値、下段は実績値   
※令和５年度実績値は令和５年11月末現在 

 

居住系サービスについて、共同生活援助は、実績値が計画値を下回っていますが、 

施設入所者や入院患者の地域生活移行及び介護者の高齢化に伴う「親亡き後」の居住 
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先として引き続き需要が見込まれます。第６期計画期間中においては、２事業所で建 

物の老朽化に伴う建て替えが行われています。 

施設入所支援については、主に入所者の地域移行により実績値は減少傾向となって 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈相談支援〉 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 
利用者数  

（人/月） 

（51） 

58   

（53） 

60   

（55） 

62   

地域移行支援 
利用者数  

（人/月） 

（1） 

0   

（1） 

1   

（1） 

 1   

地域定着支援 
利用者数  

（人/月） 

（1） 

1   

（1） 

2   

（1） 

2   
（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均 

 
※上段括弧書きは計画値、下段は実績値  
※令和５年度実績値は令和５年11月末現在 

 

相談支援について、計画相談支援はサービス利用者数の増加に比例して増加傾向と 

なっており、計画値を上回っています。市内をサービス提供地域とする計画相談支援事 

業所は２箇所ありますが、サービス利用者の増加により両事業所においてマンパワー 

不足が生じていることから、状態が安定している方や、長期にわたり同じサービスを利 

用している方のモニタリング期間を延長することで対応しています。 
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（３）障害児通所支援サービスの計画値と実績値 

 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 

（19） 

59   

（20） 

54  

（21） 

69  

利用量 

（人日/月） 

（76） 

184  

（80） 

158  

（84） 

184  

放課後等デイサービス 

利用者数 

（人/月） 

（32） 

57  

（34） 

67  

（36） 

75  

利用量 

（人日/月） 

（325） 

495  

（349） 

497  

（373） 

694  

保育所等訪問支援 

利用者数 

（人/月） 

（1） 

1   

（2） 

1   

（3） 

1   

利用量 

（人日/月） 

（2） 

2   

（4） 

2   

（6） 

4   

居宅訪問型児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 

（0） 

0   

（0） 

0   

（0） 

0   

利用量 

（人日/月） 

（0） 

0   

（0） 

0   

（0） 

0   

障がい児相談支援 
利用者数 

（人/月） 

（16） 

15  

（17） 

18 

（18） 

 16 
（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均 人日/月 月当たりの延べ利用者数の平均  

 
※上段括弧書きは計画値、下段は実績値  
※令和５年度実績値は令和５年11月末現在 

 

砂川市の出生数及び１８歳未満の療育手帳交付者数はともに減少傾向にありますが、

児童発達支援・放課後デイサービスの利用実績は増加傾向にあります。要因としては保
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護者の療育に対する意識が高まってきたものと考えられます。 

また、医療的ケア児など外出が困難な児童へのサービスである居宅訪問型児童発達支

援は、令和３年度よりサービス提供事業所が設置されていますが、現時点では利用実績

がない状況となっています。 
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（４）地域生活支援事業の計画値と実績値 

 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 
（有） 

－  

（有） 

－  

（有） 

有  

自発的活動支援事業 実施の有無 
（有） 

有  

（有） 

有  

（有） 

有  

相談支援事業 箇所数 
（1） 

1  

（1） 

1  

（1） 

1  

成年後見制度利用支援事業 
実利用者数

（人） 

（2） 

1  

（2） 

2  

（2） 

2  

成年後見制度法人後見支援

事業 
実施の有無 

（無） 

有  

（有） 

有  

（有） 

 有  

意思疎通支援事業 
実利用者数

（人） 

（2） 

0  

（2） 

0  

（2） 

 0  

日常生活用具給付等事業 件数 
（600） 

618  

（620） 

631  

（640） 

544  

手話奉仕員養成研修事業 
登録者数 

（人） 

（0） 

0   

（0） 

0   

（0） 

0   

移動支援事業 

実利用者数

（人） 

（3） 

3  

（4） 

4  

（5） 

3  

延べ利用時

間（時間） 

（90） 

30  

（120） 

95  

（150） 

37  

地域活動支援センター事業 

箇所数 
（1） 

1  

（1） 

1  

（1） 

1  

実利用者数

（人） 

（45） 

39   

（50） 

44  

（55） 

42  

日中一時支援事業 

実利用者数

（人） 

（8） 

6  

（9） 

6  

（10） 

4  

延べ利用時

間（時間） 

（700） 

589  

（790） 

531  

（880） 

192  

自動車改造費助成事業 
実利用者数

（人） 

（1） 

1  

（1） 

0  

（1） 

0  

訪問入浴サービス事業 
実利用者数

（人） 

（1） 

0  

（1） 

0  

（1） 

0  

※上段括弧書きは計画値、下段は実績値  
※令和５年度実績値は令和５年11月末現在 

 

おおよそ全ての事業において、実績値が計画値を下回っています。意思疎通支援事 

業については、平成３０年度までは２名の利用がありましたが、家族等の支援により 

今のところ手話通訳者の派遣の必要がなく、実績がない状況です。また、これまで増 
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加傾向にあった移動支援事業、地域活動支援センター事業の利用者数が計画値を下回 

っている理由としては、新型コロナウイルス感染症の影響によって外出を控えたこと 

による影響が考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 620 640618 631
544

0

令和３年度 令和４年度 令和５年度

日常生活用具給付事業

（単位：件）

計画値 実績値

90
120

150

30

95

37

0

200

令和３年度 令和４年度 令和５年度

移動支援事業

（単位：時間）

計画値 実績値

3
4

5

3
4

3

0

10

令和３年度 令和４年度 令和５年度

移動支援事業

（単位：人）

計画値 実績値

2 2 2

0 0 0
0

1

2

3

4

令和３年度 令和４年度 令和５年度

意思疎通支援事業

（単位：人）

計画値 実績値

45 50 55

39 44 42

0

令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域活動支援センター

事業（単位：人）

計画値 実績値

8 9 10

13 13

0

10

20

令和３年度 令和４年度 令和５年度

日中一時支援事業

（単位：人）

計画値 実績値

700
790

880

589
531

192

0

500

令和３年度令和４年度令和５年度

日中一時支援事業

（単位：延べ利用時間）

計画値 実績値
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３ 主なサービス提供基盤の整備状況（令和５年１２月末日現在） 

 

（１）障害福祉サービス                   

 

サービス名 事業所数（施設数） 

施設数 

訪

問

系 

居宅介護 １（１） 

重度訪問介護 １（１） 

同行援護 ０（０） 

行動援護 ０（０） 

重度障害者等包括支援 ０（０） 

日

中

活

動

系 

療養介護 ０（０） 

生活介護 ３（３） 

自立訓練（機能訓練） ０（０） 

自立訓練（生活訓練） １（１） 

自立訓練（宿泊型） ０（０） 

就労移行支援 １（１） 

就労継続支援（Ａ型） ２（２） 

就労継続支援（Ｂ型） ５（５） 

就労定着支援 １（１） 

短期入所（福祉型） １（１） 

短期入所（医療型） ０（０） 

居

住

系 

自立生活援助 ０（０） 

施設入所支援 １（１） 

共同生活援助（グループホーム） ２（７） 

相
談
支
援 

計画相談支援 ２（２） 

地域移行支援 １（１） 

地域定着支援 １（１） 

 

訪問系サービスについては、居宅介護事業所が市内に１箇所のみであり、介護保険サ 

ービス事業所も兼ねていることから、市外の事業所を利用又は代替サービスを利用す 

ることで、サービス提供体制の不足を補っています。同行援護、行動援護については、 

市内に事業所はありませんが、本市をサービス提供地域とする事業所が複数存在し、利 

用者のニーズにも対応できています。 

日中活動系サービスについては、令和４年度から就労継続支援（Ｂ型）事業所が１箇 

所増加しています。 
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居住系サービスについては、市内に共同生活援助（グループホーム）の施設が７箇所 

設置されていますが、いずれも定員に達している状態が続いています。 

また、施設入所支援については、知的障がいのある人を対象とした施設入所支援事業 

所があり、本市を含めた近隣市町のニーズの貴重な受け皿となっています。 

 

（２）障害児通所支援サービス                     

 

サービス名 事業所数 

児童発達支援 ３ 

放課後等デイサービス ４ 

保育所等訪問支援 ２ 

居宅訪問型児童発達支援 １ 

障害児相談支援 ２ 

 

障害児通所支援サービスについては、利用ニーズが年々高くなってきています。市内 

においては、令和５年度より児童発達支援と放課後等デイサービスを提供する事業所 

が新たに１箇所設置されています。また、保育所等訪問支援については、これまで実施 

していた１事業所に加え、令和３年度より新たに１事業所がサービス提供を開始して 

います。さらに、同事業所は居宅訪問型児童発達支援サービスも同時に提供を開始して 

います。 
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第３章 第７期計画推進のための基本的事項     

 

１ 計画の基本理念 

 

上位計画の「砂川市障がい者計画」の基本理念である「誰もが互いに尊重し合いながら

共生する社会の実現に向けて、障がいのある人が住み慣れた地域で、生涯にわたり安心し

て豊かな生活を送ることができるまちづくり」を目指すため、本計画においては、国の基

本指針に掲げられた以下の理念に基づき、計画を策定します。 

 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

 

相談受付やサービス等利用計画の作成の際に、希望する生活の実現に向けて自己 

決定を尊重するとともに、成年後見制度利用支援事業などを通じて意思決定の支援 

を図ります。 

 

（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害 

福祉サービスの実施  

 

自立支援給付の実施主体である市とサービス提供事業所や相談支援事業所、関係 

機関が連携し、それぞれの障がい種別の特性を踏まえた上で、障がい種別によらな 

い一元的な障害福祉サービスの実施に努めます。 

 

（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制の整備 

 

市内には施設入所支援サービス提供事業所、精神科病床を有する砂川市立病院、 

地域移行・定着支援サービス、就労移行・定着支援サービス提供事業所があること 

から、入所等から地域生活への移行、地域生活継続の支援、就労支援といった課題 

に対応するため、地域の社会資源を有効活用しながら、障がいのある人の生活を地 
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域全体で支えるサービス提供体制の整備を進めます。 

 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組 

 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて行政や 

関係機関、地域住民などの多様な主体が包括的な支援を行う体制の構築を目指しま

す。 

 

（５）障がいのある子どもの健やかな育成のための発達支援 

 

障がいのある子どものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、 

保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提 

供する体制の構築を目指します。 

 

（６）障がい福祉を担う人材の確保・定着 

 

平成１９年に見直しが行われた「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための 

措置に関する基本的な指針」（平成19年 8 月28日厚生労働省告示第289号）で掲げ 

られている５項目（労働環境の改善、キャリアアップの仕組みの構築、福祉・介護 

サービスの周知・理解、潜在的有資格者等の参入の促進等、多様な人材の参入・参 

画の促進）について、障害者地域自立支援協議会に参画する関係機関との連携や理 

解促進研修・啓発事業等を通じて周知・普及を図り、人材の確保・定着に取り組み 

ます。 

 

（７）社会参加を支える取組 

 

障がいのある人の社会参加を促進するため、自発的活動支援事業や重度身体障害 

者ハイヤー料金助成事業、通所交通費助成事業、自動車改造費助成事業等の支援を 

通じて、個性や能力を発揮できる機会の確保に努めます。 
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２ 計画推進の基本方針  

 

（１）障害福祉サービスに関する基本的考え方 

 

 第６期計画より、計画の対象者が、本市の障害福祉サービス等受給者ではなく、 

市内の事業所を利用している障がいのある人へ変更となりました。 

障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、このことに加え、本計画の基本理 

念に基づき次に掲げる点を考慮した目標を設定し、計画的な整備を図ります。 

 

  ・ニーズに応じた訪問系サービス（居宅介護、行動援護等）及び日中活動系サービ

ス（生活介護、自立訓練、就労移行支援等）の提供体制の充実 

  ・グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点の整備と機能の充実 

  ・就労移行支援等のサービスの充実による、障がいのある人の福祉施設から一般就

労への移行やその定着促進 

  ・高次脳機能障害や依存症に対する支援体制の充実 

 

（２）相談支援に関する基本的考え方 

  

障がいのある人が地域で自立した生活を営むために必要な地域の相談支援体制の 

整備に努め、計画相談支援（サービス等利用計画）についても、利用者の状況や希 

望を勘案し、一貫性を持った障害福祉サービス等が提供されるよう、総合的な支援 

を行います。 

 

（３）障がい児支援に関する基本的考え方 

 

障がいのある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から満１８歳に達するまで 

一貫した支援を身近な場所で提供する体制を整えるため、情報提供や関係機関との 

連携を図ります。 
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（４）障がい者虐待防止、権利擁護の取組の推進 

 

   関係機関との連携により、障がい者虐待の未然防止及び迅速・適切な対応、再発 

防止の取組を強化します。 

また、判断能力が十分でない障がいのある人を支援するため、砂川市成年後見支 

援センターと連携して成年後見制度の周知を図るとともに、成年後見制度利用支援 

事業を通じて成年後見制度を利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

（５）災害に備えた障がいのある人への支援 

 

   災害時に自力避難が困難である障がいのある人に対して、災害の種別や障がいの 

特性に配慮した支援を行えるよう、避難行動要支援者名簿の充実を図るとともに、 

平常時から関係機関との連携を密にし、必要なときに適切な支援が受けられる地域 

の体制づくりを推進します。 

 

３ 令和８年度の成果目標 

 

本計画の策定に当たり、国及び道から示されている地域生活への移行や就労支援、障が

い児支援等の課題に対応する計画となるよう、令和８年度を目標年度として、次に掲げる

事項について、成果目標を設定します。この設定に当たっては、国及び道の指針で示され

た目標値を参考としつつ、本市の実績と地域の実情に応じた目標を定めます。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

国・道の指針においては、以下のとおり成果目標を定めています。 

 

【国・道】 

・令和８年度末までに、令和４年度末時点の施設入所者の６％以上（道の目標は約

２．５％）が地域生活へ移行する。 
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・令和８年度末時点の施設入所者数を、令４元年度末時点の施設入所者数から５％

以上（道の目標は約３．７％）削減する。 

    

   本市における令和４年度末時点の施設入所者数は８２人となっていますが、措置

制度の時代からの長期入所者も多く、高齢化が進んでいます。自身の年齢や健康状態

等を考えた時に、住み慣れた施設を離れることに不安を感じる方が多く、地域への移

行は難しい問題もありますが、その実情も踏まえた上で、本計画では以下のとおり目

標値を設定します。 

 

   【砂川市】 

   ・令和８年度末までに、令和５年度末時点の施設入所者（７６人）の６．６％（５

人）以上が日中活動系サービス等により地域生活へ移行する。 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

国・道の指針においては、以下のとおり成果目標を定めています。 

 

   【国・道】 

   ・令和５年度における精神障がいのある人の精神病床から退院後１年以内の地域

における平均生活日数を３２５．３日（道の目標は３３０．１日）以上とする。 

   ・精神病床における１年以上長期入院患者数を削減する。 

   ・精神病床における早期退院率について、入院後３ヵ月時点で６８．９％以上、６

ヵ月時点で８４．５％以上、一年時点で９１％以上とする。 

 

   本市においては、急性期医療を担う砂川市立病院（４０床）のほか、慢性期医療を

担う医療機関（１２４床）がありますが、役割の特性上、それぞれの医療機関におけ

る患者の入院日数は大きく異なります。また、退院先の有力な選択肢となるグループ

ホームについても空きがない状況が続いていることから、令和８年度までの計画値

としている地域定着支援サービス利用者１人の地域定着を目指します。  



 

     

31 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

国・道の指針においては、以下のとおり成果目標を定めています。 

 

   【国】 

   ・令和８年度末までの間、各市町村又は圏域に少なくとも１つ以上の地域生活支援 

拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置及び担当者の配置、年１回 

以上運用状況を検証及び検討する。 

   ・令和８年度末までに、各市町村又は圏域に強度行動障害を有する障がい者に関し 

て地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進める。 

 

   【道】 

   ・地域生活支援拠点等を全ての市町村に整備する。 

 

本市では、令和３年度から３市４町で構成する中空知圏域地域生活支援拠点を整 

備し、圏域内の障害福祉サービス事業所等と連携を図っています。 

 今後も障がいの重度化や高齢化、課題の複雑化により専門性の高い対応が求めら 

れることから、地域生活支援拠点の機能の充実に努めます。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

   障がいのある人が、地域で自立した生活を送るためには、その就労意欲や適性に応 

じ、可能な限り一般就労による生活基盤の安定を図る必要がありますが、国・道の指 

針においては、以下のとおり成果目標を定めています。 

 【国】 

・福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和８年度中に一般就

労に移行する者を、令和３年度の一般就労への移行実績の１．２８倍とする。 

・就労移行支援事業は、令和３年度の一般就労への移行実績の１．３１倍以上とす

る。 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移
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行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とする。 

・就労継続支援Ａ型事業所は、令和３年度の一般就労への移行実績の概ね１．２９

倍以上を目指す。 

・就労継続支援Ｂ型事業所は、令和３年度の一般就労への移行実績の概ね１．２８

倍以上を目指す。 

・就労定着支援事業の利用者数は、令和３年度の利用実績の１．４１倍以上とする。 

・就労定着支援事業の就労定着率は、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７

割以上の事業所を全体の２割５分以上とする。加えて、都道府県等が地域の就労

支援のネットワークを強化し、支援体制の構築を推進するため、協議会（就労支

援部会）等を設けて取り組みを進める。 

 

【道】  

・一般就労への年間移行者数は、令和３年度実績の１．２８を目指す。 

・就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業における令

和８年度中に一般就労へ移行する者については、令和３年度実績において就労

移行支援で１．３１倍、就労継続支援Ａ型で１．２９倍、就労継続支援Ｂ型で１．

２８倍とする。 

・就労支援事業所については、就労支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行し

たものの割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とする。 

・就労定着支援の利用者数は、令和３年度実績の１．４１倍以上とする 

・就労定着率については、事業所全体のうち就労定着率が７割以上の事業所が２割

５分以上とする。 

 

本市においては、令和３年度に福祉施設から一般就労へ移行した人は１人で、一般 

就労への移行は引き続き厳しい状況にあります。また、令和３年度末の就労移行支援 

サービス利用者数も１人となっています。本計画では以下のとおり成果目標を設定 

します。 

 

   【砂川市】 

   ・令和８年度中に一般就労に移行する者を、令和３年度の一般就労移行実績（１人）

の２倍（２人）以上とする。 



 

     

33 

（５）障がい児支援の提供体制の整備 

 
障がいのある子ども及びその家族に対する支援については、障がいの種別や年齢 

別等のニーズに応じて、身近な場所でサービスを提供できるような支援体制を整備 

することが必要ですが、現状は地域による偏りが大きいため、国・道の指針において 

は、以下のとおり成果目標を定めています。 

 
   【国】 

   ・令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも

１ヵ所以上設置する。 

   ・令和８年度末までに、各市町村において障がい児の地域社会への参加・包容（イ

ンクルージョン）を推進する体制を構築する。 

   ・令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村または各圏域に１ヵ所以上確保する。 

   ・令和８年度末までに、各都道府県・各圏域・各市町村において関係機関等が連携

を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネ

ーターを配置する。 

 

   【道】 

   ・令和８年度末までに、児童発達支援センター（又は市町村中核子ども発達支援セ

ンター）及び保育所等訪問支援事業所を２１の障がい保健福祉圏域内に１ヵ所

以上整備する。 

   ・令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を２１の障がい保健福祉圏域内に１ヵ所以上整備

する。 

   ・医療的ケア児等支援のための関係機関による協議の場を２１の障がい保健福祉

圏域内に１ヵ所以上設置する。 

 

 本市においては、市内に児童発達支援センターに準じた機能を有する児童発達支援 

事業所があり、令和３年度より保育所等訪問支援も開始しています。 
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また、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービ 

ス事業所については、圏域内にそれぞれ１ヵ所ずつ整備されています。 

医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場については、圏域市町、道及び関 

係事業所と連携しながら検討を進めます。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

 

国の指針においては、令和８年度末までに各市町又は各圏域において、総合的・専 

門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保するた 

めに、以下の目標を設定しています。 

 

【国】 

・令和８年度末までに、各市町村において基幹相談支援センターを設置するととも 

に、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する。 

 

  【道】 

  ・令和８年度末までに、全ての市町村に基幹相談支援センターを設置する。 

 

基幹相談支援センターは、地域における障がい者福祉を担う中核機関であり、障害

者総合支援法の改正により、令和６年４月から市町村における設置が努力義務となり

ます。一方で、基幹相談支援センターが担う役割は障がい分野のみならず、介護や医

療などの関係機関との連携など多岐にわたり、高い専門性が求められることから、有

資格者等の人材の確保が必要となります。本市においては、市内の相談支援事業所と

連携を図りながら令和８年度末までの設置を目指します。 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

   障害福祉サービス等の多様化に伴い事業所数が増加する中、障害者総合支援法の 

基本理念を念頭に、令和８年度末までに障害福祉サービス等の質を向上させるため 
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の取組に関する事項を実施する体制を構築するため、国の指針においては以下のと 

おり成果目標を定めています。 

 

【国・道】 

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査 

の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制を構築する。 

 

  国の指針を踏まえ、本計画では以下のとおり成果目標を設定します。 

 

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査 

の結果を道と共有し、自立支援給付費、障害児通所支援給付費の適正化を図るため、 

指導監査における指摘事項があった際には道と連携を図り、改善や過誤申立て等に 

ついて適切に対応します。 

 

（８）避難行動要支援者制度における個別避難計画の充実 

 

 東日本大震災を教訓として、災害対策基本法が平成２５年度に改正され、避難行動 

要支援者名簿の作成が市町村の義務となり、令和３年度には個別避難計画の作成が市 

町村の努力義務となりました。当市では、平成３０年の胆振東部地震に伴うブラック 

アウトを契機に、呼吸器障がい等により在宅酸素療法を受けている方の個別避難計画 

を作成したところですが、他にも個々の障がいの特性や防災ハザードマップにおける 

浸水想定区域等も踏まえ、個別避難計画の充実に努めます。 
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第４章 サービスの見込量と確保の方策                 

 

令和６年度から令和８年度までにおける障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の

見込みとその確保の方策は、次のとおりです。 

 

１ 障害福祉サービス 

 
（１）訪問系サービス 

 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護・重度訪問介護・

同行援護・行動援護・重度

障害者等包括支援 

利用時間数 

（時間/月） 
200 200 200 

利用者数 

（人/月） 
20 20 20 

（単位）時間/月 月当たりの延べ利用時間の平均 人/月 月当たりの実利用者数の平均   

    

訪問系サービスは、在宅生活を支える上で重要な役割を果たしており、第６期計 

画期間においては実績値が計画値を大幅に上回っています。 

計画値については、市内１ヵ所の利用実績をもとに設定しており、利用時間数、 

利用者数の増加を見込んでいます。今後も地域移行や介護者の高齢化が進む中で、 

家事援助、通院介助等のニーズはさらに増加すると見込まれることから、サービス 

提供事業所・相談支援事業所と連携を図りながら地域生活の支援に努めます。 

 

（２）日中活動系サービス 

 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

療養介護 
利用者数 
（人/月） 

0 0 0 

生活介護 

利用者数 
（人/月） 

105 100 95 

利用量 
（人日/月） 

2,300 2,200 2,100 

自立訓練（機能訓練） 

利用者数 
（人/月） 

0 0 0 

利用量 
（人日/月） 

0 0 0 
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自立訓練（生活訓練） 

利用者数 
（人/月） 

6 6 6 

利用量 
（人日/月） 

105 105 105 

自立訓練（宿泊型） 

利用者数 
（人/月） 

0 0 0 

利用量 
（人日/月） 

0 0 0 

就労移行支援 

利用者数 
（人/月） 

6 6 6 

利用量 
（人日/月） 

138 138 138 

就労継続支援（Ａ型） 

利用者数 
（人/月） 

30 32 34 

利用量 
（人日/月） 

690 736 782 

就労継続支援（Ｂ型） 

利用者数 
（人/月） 

111 112 113 

利用量 
（人日/月） 

2,000 2,200 2,400 

就労定着支援 
利用者数 
（人/月） 

3 3 3 

短期入所（福祉型） 

利用者数 
（人/月） 

3 4 5 

利用量 
（人日/月） 

45 60 75 

短期入所（医療型） 

利用者数 
（人/月） 

0 0 0 

利用量 
（人日/月） 

0 0 0 

（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均 人日/月 月当たりの延べ利用者数の平均  
   

生活介護は、施設入所支援との組み合わせで利用するケースが多いことから、施設

入所者数の地域移行に伴い減少することを想定しています。 

 

（３）居住系サービス 
 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

利用者数 

（人/月） 
49 49 49 

施設入所支援 
利用者数 

（人/月） 
75 73 71 

自立生活援助 
利用者数 

（人/月） 
0 0 0 

（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均  
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居住系サービスは、障がいのある人の入所施設や精神病床からの地域生活への移行、 

また、障がいのある人やその介護者の高齢化に伴う「親亡き後」を見据えた居住先と 

して共同生活援助（グループホーム）事業所の需要がさらに高まることが見込まれます。 

  施設入所支援については、成果目標である「施設入所者の地域生活への移行」の達

成を目指しますが、その一方で、重度障がいのある人が安心して生活できる場所とし 

て入所施設が果たすべき役割は維持する必要があります。 

 

（４）相談支援 

 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 
利用者数 

（人/月） 
51 53 55 

地域移行支援 
利用者数 

（人/月） 
1 1 1 

地域定着支援 
利用者数 

（人/月） 
1 1 1 

（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均  

  

計画相談支援については、今後も利用者の増加が見込まれる一方で、対応する相談支 

援事業所の人材確保も求められることから、モニタリング期間の延長など、連携を図り 

ながら相談支援体制の維持に努めます。また、地域移行支援及び地域定着支援は第６期 

計画期間中に２人の利用実績があり、現在も地域生活を継続しています。現在は、地域 

移行の重要な資源であるグループホームに空きがない状況が続いていることから、令 

和８年度までの計画値を１人に設定しています。 
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２ 障害児通所支援サービス  

 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 
70 70 70 

利用量 

（人日/月） 
180 180 180 

放課後等デイサービス 

利用者数 

（人/月） 
70 70 70 

利用量 

（人日/月） 
630 630 630 

保育所等訪問支援 

利用者数 

（人/月） 
1 1 1 

利用量 

（人日/月） 
6 6 6 

障害児相談支援 
利用者数 

（人/月） 
20 20 20 

（単位）人/月 月当たりの実利用者数の平均 人日/月 月当たりの延べ利用者数の平均 

 

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用実績は増加傾向にありますが、砂川市の

出生数及び１８歳未満の療育手帳交付者数は減少傾向にあること、現在の利用実績及び

事業所定員を考慮した計画値としています。 

今後も、障がいの種類や程度、年齢等のニーズに応じたサービス提供体制の充実を図 

るため、各事業所と連携し、提供体制の確保に努めます。 

 

 ３ 地域生活支援事業 
 

区分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 

相談支援事業 箇所数 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 
実利用者数

（人） 
2 2 2 

成年後見制度法人後見支援

事業 
実施の有無 有 有 有 

意思疎通支援事業 
実利用者数

（人） 
1 1 1 
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日常生活用具給付等事業 件数 640 650 660 

手話奉仕員養成研修事業 
登録者数

（人） 
0 0 0 

移動支援事業 

実利用者数

（人） 
3 4 5 

延べ利用時

間（時間） 
90 120 150 

地域活動支援センター事業 

箇所数 1 1 1 

実利用者数

（人） 
45 47 50 

日中一時支援事業 

実利用者数

（人） 
6 6 6 

延べ利用時

間（時間） 
600 600 600 

身体障害者用自動車改造費

助成事業 

実利用者数

（人） 
1 1 1 

訪問入浴サービス事業 
実利用者数

（人） 
1 1 1 

 

成年後見制度利用支援事業は、高齢化や核家族化が進行する中で、意思決定の困難 

な障がいのある人の契約行為や金銭管理、権利擁護の必要性が年々高まっており、本 

市においても、平成２９年度に砂川市社会福祉協議会内に砂川市成年後見支援センタ 

ーが設立され、より充実した支援の体制が整備されています。利用支援事業の実績は 

まだわずかですが、引き続き制度の周知を図るとともに、成年後見支援センターの活 

用による充実した支援を目指していきます。 

地域生活支援事業は、実施主体が市町村であり、地域の実情や利用者の状況に応じ 

て柔軟な対応が可能なことから、本計画を推進していく中で生じる新たなニーズや課 

題に即応して支援を随時検討していきます。 
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第５章 計画の推進体制              

 

１ 計画の推進主体 

 

計画の推進に当たっては、行政はもとより、国や道、市民、ボランティア、民生児童

委員、サービス提供事業者、企業、医療機関等、各関係者がそれぞれの役割を担いなが

ら、互いに連携・協力し、一体となって取り組むことが重要です。 

これらの連携・協力体制の強化を推進し、障がいのある人が身近な地域で生き生きと

日常生活や社会活動ができるような社会の実現を目指します。  

 

２ 地域への広報及び啓発活動 

   

障がいに対する差別や偏見をなくし、障がいのある人もない人も共に暮らす共生社会

の実現について、市民意識の醸成に努め、市民に理解と協力、そして支援への参画等を、

あらゆる機会を通じて広く呼びかけていきます。 

 

３ 計画の管理 

   

本計画の着実な実行に努めるため、定期的に計画に対する実績を把握するとともに、そ

の時々の障がい福祉施策や関連施策の動向、障がいのある人や地域の実情等を踏まえな

がら、計画の分析・評価・点検を行います。 

なお、進捗管理や評価等、計画推進に当たっては、砂川市障害者地域自立支援協議会の

意見等も聴取することとし、必要に応じて、計画の見直し等を実施します。 
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砂川市障害者地域自立支援協議会  委員 

（令和６年３月２８日時点） 

 区 分 団 体 名 役職名 委 員 名 

１ 保健・医療 空知医師会 （砂川部会） 部会長 明 円   亮 

２ 〃 
北海道空知総合振興局保健環境部 

滝川地域保健室（滝川保健所） 
健康推進課長 山 﨑 由紀子 

３ 学  識 砂川市社会福祉協議会 会 長 岡 本 昌 昭 

４ 〃 
砂川市民生児童委員協議会 

（心身障がい者対策部会） 
部会長 伊 藤 孝 子 

５ 
障 害 者 

団 体 
砂川身体障害者福祉協会 会 長 大 橋 俊 彦 

６ 
相談支援

事 業 者 

社会福祉法人くるみ会     

地域生活支援センターぽぽろ 
センター長 田 澤 智 晴 

7 
障害福祉 

サービス 

特定非営利活動法人 

つむぎの家 

サービス 

管理責任者 
馬 面 紀 子 

８ 〃 砂川希望学院 施設長 石 亀 善 則 

９ 教  育 北海道障害者職業能力開発校 校 長 加 藤 直 樹 

10 
就労支援 

雇用施策 
滝川公共職業安定所 

上席職業 

指導官 
藤 井 達 也 
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   砂川市障害者地域自立支援協議会設置要綱 
 

 

 

 （設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律

第 123 号)第 89 条の３第１項に基づき障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）

が、地域での自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の福祉

施策及び地域生活支援を推進するため、砂川市障害者地域自立支援協議会(以下「協議

会」という。)を設置する。 

 

 （所掌事項）  

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (１) 相談支援事業者の運営評価等に関すること。 

 (２) 障害者等又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、障害者等の支援に関  

   する協議及び調整に関すること。 

 (３) 地域の福祉、保健、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関 

係者（以下「関係機関等」という。）によるネットワーク構築等に向けた協議に関 

すること。 

 (４) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

 (５) 障害者の権利擁護に関すること。 

 (６) 砂川市障がい者計画及び砂川市障がい福祉計画の策定等に関すること。 

 (７) その他協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

 （組織） 

第３条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１） 障害者団体の代表者 

（２） 相談支援事業者の代表者 

（３） 障害福祉サービス事業者の代表者 

（４） 保健、医療等の関係機関の代表者 

（５） 就労支援、雇用施策関係機関の代表者 

（６） 教育関係機関の代表者 

（７） 学識経験者 

（８） その他市長が必要と認める者 

 

３ 前条第６号に関する事項を協議する必要があるときは、公募により選出した委員を 

 加えるものとする。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再 

任は妨げない。なお、公募により選出した委員の任期は、計画策定時までとする。 

 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に、委員の互選により、会長及び副会長を置く。 

２ 協議会は会長が招集する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

 （報償費） 

第５条 委員には、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。 

 

 （部会等） 

第６条 協議会に、必要に応じて部会及びケース検討会議を置くことができる。 

２ 部会の組織、委員等は、協議会で定める。 

３ ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者により、個別事例について情報交換及び

支援方法の検討を行う。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは関係機関等の職員等の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

 

 （事務局） 

第７条 協議会の事務局は、砂川市保健福祉部社会福祉課に置く。 

 

 （その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定 

める。 

 

 

 

    附 則 

この訓令は、平成 23年７月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成 25年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この訓令は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

 この訓令は、令和５年１月 20日から施行する。 
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＜用語説明＞ 

 
＜あ～お＞ 

〇育成医療 

  身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる障がい

のある子どもに対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費の助成が受

けられる制度。 

○意思疎通支援事業 

  聴覚障がいや言語機能障がいにより、意思疎通を図ることに支障がある方へ手話通

訳者等を派遣し、他者との意思疎通の仲介を行う事業。 

○一般就労 

障がいのある人の就労形態の一つで、一般企業等で雇用契約に基づいて就業したり、

在宅就労したりすること。⇔福祉的就労 

○移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人や障がいのある子どもに、外出の際の付き添い

や助言等の支援を行う事業。 

○医療的ケア児 

先天的な病気や障がいを持って生まれ、人工呼吸器や経管栄養等、日常的に医療的な

ケアを必要とする子ども。 

 
＜か～こ＞ 

○基幹相談支援センター 

  障がいのある人やその家族の方の最初の相談窓口として、地域の障害福祉に関する

相談支援の中核的な役割を担う機関。 

○共同生活援助（グループホーム） 

障がいのある人に、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴や排せつ、

食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービス。 

〇強迫性障害 

自分の意思に反して、不合理な考えやイメージが頭に繰り返し浮かんできて、それを

振り払おうと同じ行動を繰り返してしまう病気。 
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○居宅介護 

ホームヘルパーが障がいのある人の自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事の介護、調理

や洗濯、掃除、生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助を行うサービ

ス。 

○居宅訪問型児童発達支援 

障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重度の障がいのある子

ども等に対し、居宅を訪問して発達支援を行うサービス。 

○計画相談支援 

・サービス利用支援…障害福祉サービスの申請をする障がいのある人や障がいのある

子どもの保護者等の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向

その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類や内容を記載したサービ

ス等利用計画案を作成するサービス。 

・継続サービス利用支援…国で定める期間ごとに、障害福祉サービス等の利用状況を検

証（モニタリング）し、計画の見直しを行うサービス。 

○高次脳機能障害 

外傷性脳損傷、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症等として生じた記憶

障害、注意障害、社会的行動障害等の認知障害で、症状としては、注意力や集中力の低

下、新しいことが覚えられない等がある。 

〇更生医療 

  身体障がいのある人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果

が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の助成が受けられ

る制度。 

○行動援護 

知的又は精神障がいにより一人で行動することが困難な方に、危険を回避するための

必要な援助や外出時の移動中の介護、排せつや食事、その他行動する際に必要な援助を

行うサービス。 

〇広汎性発達障害 

  発達障害のひとつで、対人関係の困難、パターン化した行動や強いこだわりの症状が

みられる障がい。 
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＜さ～そ＞ 

○サービス等利用計画 

障害福祉サービスの利用を希望する方が、適切にサービスを利用することができるよ

う、心身の状況、その置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その

他の事情を勘案して作成される計画。平成 27 年度からは原則としてすべての障害福祉

サービス利用者に計画の作成が必要となる。 

○施設入所支援 

施設に入所する障がいのある人に、主に夜間において、入浴や排せつ、食事の介護、

生活等に関する相談や助言、その他必要な日常生活上の支援を行うサービス。 

○児童発達支援 

就学していない障がいのある子どもに、日常生活における基本的な動作の指導や集団

生活への適応訓練等の支援を行うサービス。 

○児童発達支援センター 

地域における児童発達支援の中核的な役割を担う施設で、施設に通う児童の通所支援

の他、地域で暮らす障がいのある子どもや家族への支援、障がいのある子どもを預かる

機関との連携・相談・支援を行う。 

○自発的活動支援事業 

障がいのある人やその家族、地域住民等が地域において自発的に行う活動（ピアサポ

ート、ボランティア活動等）を支援する事業。 

○社会資源 

  利用者がニーズを充足したり、問題解決したりするために活用する各種の制度・施

設・機関・設備・資金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等の総称。  

・制度…自立支援医療・障害者手帳・障害年金等 

・施設…入所施設・各事業所・グループホーム・地域活動支援センター等 

・機関…市役所・保健所、医療機関…病院・デイケア等 

○重度障害者等包括支援 

常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等のサービスを包括的に提供

するサービス。 
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○重度訪問介護 

ホームヘルパーが重度の肢体不自由、重度の知的障がい又は重度の精神障がいのある

人で常に介護を必要とする方の自宅を訪問し、居宅における介護から外出時の移動支援

までを行う総合的なサービス。 

○就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障がいのある人で、一般企業等への就労が可能と見込ま

れる方に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や求職活動に関する支

援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談等

を行うサービス。 

○就労継続支援Ａ型（雇用型） 

一般企業等に就労することが困難な 65 歳未満の障がいのある人に、雇用契約に基づ

く生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。 

○就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に

達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や

維持が期待される方に、生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓

練等を行うサービス。 

○就労定着支援 

一般就労した障がいのある人が職場に定着できるよう、施設の職員が就職した企業を

訪問することで、障がいのある人や企業を支援するサービス。 

○手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人等が自立した日常生活や社会生活

を営むために、手話による日常会話に必要な表現技術を習得した方を養成する事業。 

○障害児相談支援 

・障害児支援利用援助…障害児通所支援サービス（児童発達支援・放課後等デイサービ

ス等）の申請をする障がいのある子どもの心身の状況、その置かれている環境、サービ

スの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類や

内容を記載した障害児支援利用計画案を作成するサービス。 

・継続障害児支援利用援助…国で定める期間ごとに、障害児通所支援サービス等の利用
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状況を検証（モニタリング）し、計画の見直しを行うサービス。 

○障害児通所支援サービス 

児童福祉法に基づき、障がいのある子どもの障がいの程度、勘案すべき事項（保護者、

居住等の状況）及びサービス等利用計画案をふまえて個別に支給決定が行われるサービ

ス。 

○障がい保健福祉圏域 

障がい者施策の積極的な推進を図るため、市町村の人口規模や各種施策の内容等に応

じた広域的な調整が必要であることから道が設定。全道を２１の圏域に区分。 

○障害福祉サービス 

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の障がいの種類や程度、勘案すべき事

項（社会活動や介護者、居住等の状況）及びサービス等利用計画案をふまえて個別に

支給決定が行われるサービス。 

○自立訓練（機能訓練） 

身体障がいのある人に、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活

等に関する相談や助言等の支援を行うサービス。 

○自立訓練（生活訓練） 

知的又は精神障がいのある人に、入浴や排せつ、食事等に関する自立した日常生活を

営むために必要な訓練、生活等に関する相談や助言等の支援を行うサービス。 

〇自立生活援助 

  障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある人が、地域で一人

暮らしをする場合、定期的な巡回訪問や随時の電話相談等により、生活上の課題はない

か、体調に変化はないか等を確認し、アドバイスを行い、地域生活を支援するサービ 

○身体障害者手帳 

身体機能（目や耳、手足、心臓、じん臓等）に永続する障がいを有する方に交付され

る手帳。 

○身体障害者用自動車改造費助成事業 

身体障がいのある人が自立した生活及び就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車

を改造する場合に、改造に要する経費を一部助成する事業。 
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〇人工透析療法 

  じん臓機能の低下により、血液のろ過が充分に行えず、水分や老廃物のコントロール

が出来なくなった際に行う代替的な治療方法。 

○生活介護 

障がいにより常時介護を必要とする方に、施設内において入浴や排せつ、食事の介護、

調理や洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の

支援、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービス。 

○精神障害者保健福祉手帳 

精神疾患（統合失調症、うつ病等）があり、その障がいのために生活上困難が伴う方

に交付される手帳。 

○精神通院医療 

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他精神疾患（てんかんを含む）を有

する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状がある場合に、通院医療費の助成

が受けられる制度。 

○成年後見制度 

判断能力が十分でない高齢者、知的又は精神障がいのある人等の権利を守るため、本

人に代わって法的な手続きや財産管理、福祉サービスの契約締結等を行う後見人を裁判

所が選任し、法律的に保護、支援をする制度。 

○成年後見制度法人後見支援事業 

  成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定

的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築等を行う事業。 

○成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度による支援が必要であっても、申し立てをする親族がいない等の理由に

より制度の利用が難しい方について、必要と認められた場合、申し立てにかかる費用の

助成及び後見人の報酬の一部を助成する事業。 

〇双極性感情障害（躁うつ病） 

  気持ちが高ぶり活動的になる躁状態と、憂うつで無気力なうつ状態をくりかえす病

気。 
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＜た～と＞ 

○短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護を行っている方が病気等の理由により介護を行うことができない場合に、

障がいのある人に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴や排

せつ、食事の介護、その他の必要な介護を行うサービス。障害者支援施設で実施される

福祉型と介護老人保健施設で実施される医療型の、２つのタイプがある。 

○地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障がいのある人又は精神科病院に入院している精

神障がいのある人が、地域生活に移行するために必要な住居の確保や新生活への準備等

に対する支援。 

○地域自立支援協議会 

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人や障がいのある子どもが、地域での自立

した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がいのある人等の福祉施策や地域

生活支援を推進するために設置された協議会。 

○地域生活支援事業 

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人や障がいのある子どもが自立した日常生

活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて都道府県や

市町村がそれぞれ実施する事業。（相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給

付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業等） 

○地域生活支援センター 

地域で生活する障がいのある人の支援や日常的な相談への対応、地域交流を通して自

立や社会参加の促進を目的とする施設。 

○地域活動支援センター事業 

障がいのある人や障がいのある子どもの地域の実情等に応じた創作活動、生産活動の

機会の提供、社会との交流の促進及び日中における活動の場を確保するサービス。 

○地域共生社会 

障がいのある人もない人も同じように社会の一員として社会活動に参加し、自立して

生活することができる社会。 

 



 

     

52 

○地域定着支援 

地域生活をしている障がいのある人と常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援

が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談等の必要な支援を行う。 

○地域包括ケアシステム 

地域に生活する方の住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するための

ケアシステム。 

○同行援護 

  視覚障がいにより移動が著しく困難な方が外出する際に同行し、移動に必要な情報

提供や介護、排せつや食事等外出する際に必要な援護を行うサービス。 

 
＜な～の＞ 

○日常生活用具給付等事業 

重度の障がいのある人や障がいのある子どもに、自立生活を支援する日常生活用具の

給付又は貸与を行うサービス。 

○日中一時支援事業 

障がいのある人や障がいのある子どもの日中活動の場の確保を行うとともに、介護者

が病気等の理由で一時的に家庭での介護ができない場合、事業所において見守りや活動

の場の提供を行い、日常生活の支援を行うサービス。 

 
＜は～ほ＞ 

○発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群、その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性

障害(ＡＤＨＤ)、その他これに類する脳機能の障がい等。 

○避難行動要支援者 

災害対策基本法及び砂川市地域防災計画に基づき、災害が発生したときや発生しそう

なときに、特に避難支援を必要とする方。 

○福祉的就労 

障がい等の理由から一般企業等で働けない方のために、作業所等工賃を支給し、作業

訓練等に重点を置いた就労形態。⇔一般就労 
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○保育所等訪問支援 

保育所等の集団生活を営む施設等に通う障がいのある子どもにつき、その施設を訪問

し、その施設において、集団生活に適応するための専門的な支援等を行うサービス。 

○放課後等デイサービス 

就学している障がいのある子どもの生活能力向上のために、学校教育の場以外でも訓

練等の支援を提供するとともに、放課後や夏休み等の長期休暇中の居場所を提供するサ

ービス。 

〇訪問入浴サービス事業 

 身体障がいのある人の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図るため、訪問により居宅

において入浴を介助するサービス。主に車載の入浴設備を用いてサービスを行う者を派

遣させる方法により実施する。 

 
＜ら～ろ＞ 

○理解促進研修・啓発事業 

障がいのある人が日常生活や社会生活をするうえで生じる社会的障壁をなくすため

に、地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベン

トの開催、啓発活動等を行う事業。 

○療育手帳 

知的な面での発達に障がいのある人で、知的障がいと判定された方に交付される手帳。 

○療養介護 

医療的ケアを必要とする障がいのある人のうち、常に介護を必要とする方に、病院で

行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上

の支援を行うサービス。 
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 ○ 砂川市障がい福祉計画策定に係るアンケート調査の概要 
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